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令和５年３月２４日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官 

令和３年（ワ）第２６１９４号 発信者情報開示請求事件 

口頭弁論終結日 令和４年１２月１３日 

判 決 

  5 

   原 告   株式会社ケイ・エム・プロデュース   

          

   同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士   戸 田  泉       

   角 地 山  宗  行       

  10 

   被 告   エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

          

 同 訴 訟 代 理 人 弁 護 士   五 島 丈 裕       

主 文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 15 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求等 

 １ 被告は、原告に対し、別紙発信者情報目録記載の各情報（以下「本件各情報」

という。）を開示せよ。 20 

 ２ 仮執行宣言 

第２ 事案の概要 

  本件は，原告が、被告に対し、原告が著作権を有する別紙動画目録記載の各

動画（以下「本件各動画」という。）の複製物を送信可能化した複数の者がそ

れぞれ被告の提供するプロバイダを経由して通信を行い、原告の各著作権（公25 

衆送信権）が侵害されたところ、損害賠償請求権等の行使のために必要である



2 

と主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の

開示に関する法律（以下「プロバイダ責任制限法」という。）５条１項所定の

発信者情報開示請求権に基づき、上記の各権利侵害に係る発信者情報である本

件各情報の開示を求める事案である。 

１ 前提事実（当事者間に争いのない事実及び証拠上容易に認められる事実。証5 

拠は文末に括弧で付記した。なお，書証は特記しない限り枝番を全て含む。以

下同じ。） 

  ⑴ 原告は、映像の企画、制作等を目的とする株式会社である。（弁論の全趣

旨） 

    被告は、電気通信事業等を目的とする株式会社である。（争いがない事実） 10 

⑵ ビットトレントとは、ビットトレントインク（BitTorrent,Inc.）が提供

するＰ２Ｐ（ピアツーピア）方式のファイルの共有及び交換を行うためのソ

フトである。 

  ビットトレントにおいては、中央サーバーを介さず、個々の使用者の間で

相互に直接ファイルが共有される。すなわち、特定のファイルを取得した使15 

用者は、ピアとしてファイルの提供者の一覧であるトラッカーに登録され、

他の使用者から要求を受けた場合には、自己の使用する端末に保存した当該

ファイルを送信して提供しなければならない。具体的には、特定のファイル

をダウンロードし、自己の端末に保存すると、当該端末の電源が入っていて

インターネットに接続されている限り、当該ファイルの送信を要求した不特20 

定の者に対し、当該端末に保存された当該ファイルを自動的に直接送信する

状態となる。 

  ビットトレントにおいて特定のファイルを得ようとする場合には、トラッ

カーサイトと呼ばれるウェブサイトに接続して、当該ファイルに関する情報

が記載されたトレントファイルを取得する。そして、トレントファイルに含25 

まれるリンクからトラッカーサーバーに接続して、当該ファイルの提供者で
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あるピアのアイ・ピー・アドレスが記載されたリストを取得し、これらに接

続して、当該ピアから、当該ピアが使用する端末に保存した当該ファイルの

送信を受ける。 

（本項につき、甲３、弁論の全趣旨） 

⑶ア 本件各動画は著作物であり、原告はその各著作権を有する。（甲１、２） 5 

イ 原告は、調査会社が以下のような調査を行ったと説明する。 

株式会社ＨＤＲ（以下「本件調査会社」という。）は、独自に著作権侵

害検知システムのソフトウェア（以下「本件ソフト」という。）を開発

し、本件ソフトを用いて、ビットトレントにおいて本件各動画の複製物

であるファイル（以下「本件各ファイル」という。）の共有及び交換が10 

されているかの調査（以下「本件調査」という。）を行った。 

本件調査会社は、トラッカーサーバーから、本件各ファイルの提供者で

あるとされたピアが使用しているものとして、別紙各通信目録の「ＩＰ

アドレス」欄記載の各アイ・ピー・アドレス（以下「本件各ＩＰアドレ

ス」という。）を含むアイ・ピー・アドレスが記載されたリストを取得15 

し、令和３年２月から同年１０月までの間、そのアイ・ピー・アドレス

に接続し接続先から応答があることを確認する各通信を行った。その中

には、本件各ＩＰアドレスに接続し、同目録の「発信時刻」欄記載の各

時刻（以下「本件各時刻」という。）頃に接続先から応答があることを

確認する各通信（以下「本件各通信」という。）が含まれる。 20 

本件調査会社は、これらの各応答確認をもってそれぞれの調査を終了し

たため、各接続先から本件各動画の複製物である本件各ファイルを受信

していない。 

なお、本件ソフトは、プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイド

ラインにおける認定システムではない。 25 

（本項につき、弁論の全趣旨） 
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 ウ 被告は、本件各時刻に本件各ＩＰアドレスを割り当てられた各電気通信

設備を用いており、被告から本件各時刻に同各電気通信設備を電気通信の

用に供された者の氏名等に係る本件各情報を保有している。（争いがない

事実） 

２ 争点及び争点に関する当事者の主張 5 

  本件の争点は次のとおりである。 

  ① 本件各通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことが

明らかといえるか。 

  ② 本件各情報が原告の権利の侵害に係る発信者情報であるか。 

  ③ 原告に本件各情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。 10 

 ⑴ 争点①（本件各通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害された

ことが明らかといえるか。） 

  （原告の主張） 

   本件各時刻に本件各ＩＰアドレスを使用していた者が、本件各通信による

情報の流通によって原告の本件各動画についての著作権（公衆送信権）を侵15 

害したことは明らかである。 

ア ビットトレントにおいては、トラッカーサーバーから他のピアのリスト

を取得して、他のピアとの間でファイルの断片を相互に送受信するという

一連の流れの通信によりファイルの共有及び交換がされるから、この一連

の流れの通信は、「不特定の者によって受信されることを目的とする」20 

「特定電気通信」に該当する。 

イ 本件調査会社は、トラッカーサーバーから、本件各ファイルの提供者で

あるとされたピアが使用しているものとして本件各ＩＰアドレスの提供を

受け、その後、本件各ＩＰアドレスに接続して本件各通信により応答確認

を行ったところ、本件各ＩＰアドレスを使用していた者は、特定電気通信25 

である本件各通信により、本件各時刻に本件調査会社に応答して、本件各
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ファイルを他の利用者に自動的に直接送信できるようにしたものであり、

仮にそうでないとしても、本件各時刻までに、トラッカーサーバーから他

のピアのリストを取得して、他のピアとの間でファイルの断片を相互に送

受信するという特定電気通信である一連の流れの通信により、本件各ファ

イルを自己の使用する端末に保存して他の利用者に自動的に直接送信でき5 

るようにしていた。 

  すなわち、ビットトレントを用いたファイル交換等では、トラッカーに

アクセスすることによってビットトレントネットワークに参加している他

のピアに接続するために必要な情報を取得した後、同情報に基づいて当該

ピアと通信して、同ピアが必要とするピースを保有しているときには、当10 

該ピアからピースをダウンロードすることになる。当該ピアとの通信では、

「ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」、「ＢＩＴＦＩＥＬＤ」、「ＵＮＣＨＯＫＥ」等

の通信を経て当該ピアからのピースのダウンロードが開始される。 

 本件調査会社は、ビットトレントネットワークを監視する独自の本件

ソフトを開発した。本件ソフトを用いた監視では、ビットトレントネッ15 

トワークに参加する他のコンピューターと同様に、監視対象となるファ

イルのトレントファイル等を用いて対応するトラッカーにアクセスして、

ビットトレントネットワークに参加しているピアのＩＰアドレス等の情

報を取得する。監視ソフトは、同情報に基づいて、同ネットワーク上の

ピアとの間で、前記「ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」、「ＢＩＴＦＩＥＬＤ」、20 

「ＵＮＣＨＯＫＥ」等の通信を行い、監視ソフトに対してピースのデー

タの送信がされる前の通信である「ＵＮＣＨＯＫＥ」の通信が行われた

時点でそれ以上の通信を中止する（したがって、当該ファイルに係るピ

ースが監視ソフトを導入したコンピューターにダウンロードされること

はない。）。本件ソフトでは、「ＢＩＴＦＩＥＬＤ」の通信で通信相手25 

のピアが当該ファイルのピースを保有していることを確認し、その後に
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行われる「ＵＮＣＨＯＫＥ」の通信の時刻を自動的に記録する仕様にな

っている。本件各時刻は、通信相手のピアとの間で「ＵＮＣＨＯＫＥ」

の通信が行われた時刻であり、本件各ＩＰアドレス及び別紙各通信目録

の「ポート番号」欄記載の各ポート番号はこのときの通信に係る通信相

手のピアの「ＩＰアドレス」及び「ポート番号」である。本件ソフトが5 

データベースに侵害者として記録するのは前記「ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」、

「ＢＩＴＦＩＥＬＤ」、「ＵＮＣＨＯＫＥ」等の通信を全て行ったピア

のみである。 

 本件ソフトが上記のとおり動作することは種々の動作試験の結果から

認められる。本件調査会社は、本件調査の結果に存在自体が認められな10 

い通信が含まれる等の被告が主張する各事象が発生し得ることの原因は

思い当たらない。 

  （被告の主張） 

本件各通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害されたことは明

らかとはいえない。 15 

   ア そもそも、本件各通信は、特定の者から本件調査会社に対するものであ

って「不特定の者によって受信されることを目的とする」「特定電気通

信」に該当しない。この点を措くとしても、接続に対して応答するため

のアンチョークと呼ばれる通信が、最終的に不特定の者によって受信さ

れることを目的とする情報の流通行為に不可欠な通信であることも明ら20 

かではない。 

イ 本件各通信は、本件調査会社が接続したのに対して応答したという通信

であって、本件各ファイルの全部又は断片を自動公衆送信したり、公衆送

信用記録媒体に本件各ファイルの全部又は断片をアップロードしたりする

等の通信ではなく、本件各通信「による情報の流通によって」原告の本件25 

各動画についての著作権（公衆送信権）が侵害されたことが明らかである
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とはいえない。 

ウ また、本件調査会社による本件調査はおよそ信用できない。 

本件調査会社の用いたシステムの仕組み、本件調査の内容等について、

本件調査会社の説明を裏付けるものは何ら存在しない。そもそも、本件

調査は、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会が認定したシ5 

ステムを使用したものではなく、接続先からファイルを実際にダウンロ

ードして本件動画の複製物である本件各ファイルであるかを確認する作

業を行っていない不完全な方法によるものである。本件調査会社は各接

続先から応答があることを確認したというにすぎず、各接続先は、本件

各通信により、本件各ファイルの全部又は断片を自動公衆送信したり、10 

公衆送信用記録媒体に本件各ファイルの全部又は断片をアップロードし

たりしたわけではなく、各接続先が実際に本件各ファイルの全部又は断

片を送信したことは明らかでない。 

加えて、本件調査により本件各ファイルの提供者であるピアからの応答

確認に係るものであるとして当初原告から示された通信の中には、その15 

存在自体が認められないものが４３件あり、このうち１件は技術仕様上

契約者に割当てをすることがあり得ないポート番号により特定されたも

のであった。また、被告から同一のアイ・ピー・アドレスを同時刻に割

り当てられた２人の契約者に係る通信について、いずれもビットトレン

トにおいて無数にあるハッシュ値から同一のハッシュ値を付された同一20 

のファイルのピアとして本件調査会社との間で応答確認がされたとされ

ているものが２組あるほか、被告から同一のアイ・ピー・アドレスの割

当てを受けた複数の契約者に係る１４２個の通信について、ビットトレ

ントにおいて無数にあるハッシュ値から同一のハッシュ値を付された同

一のファイルのピアとして本件調査会社との間で応答確認がされたとさ25 

れているが、そのような事象が起こることは確率的にほとんどあり得ず、
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誤った記録がされていることが強く推認される。 

また、本件調査会社がトラッカーサーバーから取得したリストに記載さ

れたアイ・ピー・アドレスについて、トラッカーが一定期間情報を保持

することにより、本件調査までの間に、通信の終了等によって全く無関

係の者に割り当てられているということがあり得、本件調査の結果に存5 

在しない通信が含まれていることに照らしてもその可能性は否定できな

い。 

以上から、本件調査によって特定された本件各通信の中には、ビットト

レントへの接続とはおよそ無関係の契約者に係るものが含まれている可

能性が非常に高い。 10 

  ⑵ 争点②（本件各情報が原告の権利の侵害に係る発信者情報であるか。）に

ついて 

   （原告の主張） 

    本件各ＩＰアドレスを使用していた者は、遅くとも本件各時刻までに、本

件各ファイルを自己の使用する端末に保存して他の利用者に自動的に直接送15 

信できるようにしていたから、本件各情報は原告の本件各動画についての公

衆送信権の侵害に係る発信者情報である。 

   （被告の主張） 

プロバイダ責任制限法５条１項による開示請求の相手方は「特定電気通信

による情報の流通によって権利を侵害された」とする「当該」特定電気通信20 

を媒介した特定電気役務提供者であり、したがって、開示請求の対象である

「当該権利の侵害に係る発信者情報」は「当該」特定電気通信の過程におい

て把握される発信者情報をいうものと解される。 

本件各情報は、本件調査会社が接続したのに対して応答したという通信に

係るものであって、本件各ファイルの全部又は断片を自動公衆送信したり、25 

公衆送信用記録媒体に本件各ファイルの全部又は断片をアップロードしたり
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する等の通信に係るものではなく、原告の本件各動画についての著作権（公

衆送信権）を侵害する通信に係るものではないから、本件各通信を媒介した

にすぎない被告は開示役務提供者に該当しないし、本件各通信に係る本件各

情報は原告の権利の侵害に係る発信者情報ではない。 

  ⑶ 争点③（原告に本件各情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。）に5 

ついて 

   （原告の主張） 

    原告には本件各情報の開示を受けるべき正当な理由がある。 

   （被告の主張） 

    本件各情報から特定された発信者が本件各ファイルの全部又は断片を送信10 

したことは明らかではないから、原告がこれらの発信者に損害賠償請求等を

することができるわけではなく、原告が本件各情報を取得する必要性は認め

られない。また、本件調査に明らかな誤りがあって、本件各情報には無関係

な契約者に係るものも含まれている可能性があるのであり、そのような無関

係な契約者の名誉や生活の平穏が害されるような請求を認めることは相当で15 

はない。 

第３ 当裁判所の判断 

 １ 認定事実 

前提事実、各項末尾に掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の各事実が

認められる。 20 

⑴ ビットトレントにおいて、ファイルのデータは「ピース」と呼ばれる断片

（実際には更にこれを細分化した「ピースセクション」と呼ばれる断片）に

分解され、これらの断片が各ピアに分散される。一つのファイルの完全なデ

ータを保有しているピアをシーダーといい、ファイルの断片のデータのみを

保有しているピアをリーチャーという。 25 

特定のファイルを得ようとする場合に、トラッカーサーバーに接続すると、
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当該ファイルの提供者であるとされるシーダー及びリーチャーのアイ・ピー

・アドレスが記載されたリストが提供される。これらのピアに接続すると、

分散された断片が各ピア（シーダー及びリーチャー）から集められ、全ての

断片がダウンロードされると元どおりの一つのファイルとして完成される。 

（本項につき、甲３） 5 

  ⑵ 被告の提供するサービスのうちＰＰＰｏＥ方式によるものにおいては、一

つのアイ・ピー・アドレスを同時に複数の契約者に割り当てることはなく、

アイ・ピー・アドレスとタイムスタンプの組合せにより送信に係る通信ひい

ては契約者を特定することができ、被告は送信に係る各通信の開始時刻と終

了時刻を保有している。他方、ＩＰｏＥ方式によるものにおいては、一つの10 

アイ・ピー・アドレスを同時に複数の契約者に割り当てており、送信に係る

通信ひいては契約者を特定するためには、アイ・ピー・アドレスとタイムス

タンプのほか送信元ポート番号が必要となる。送信元ポート番号には、技術

仕様上契約者に割り当てていないものが存在する。（乙１） 

  ⑶ 原告は、本件調査会社は、トラッカーサーバーから、本件各ファイルの提15 

供者であるとされたピアが使用しているものとして、本件各ＩＰアドレスを

含むアイ・ピー・アドレスが記載されたリストを取得して、各アイ・ピー・

アドレスに接続し応答があることを確認する各通信を行ったと説明する。 

そして、原告は、本件訴えを提起し、上記の各通信に係る記録であるとし

て、特定のアイ・ピー・アドレス、ポート番号及び時刻の組合せによって特20 

定される各通信について、原告の本件各動画についての著作権侵害に係るも

のであるとして、氏名等の発信者情報の開示を求めた。現在、原告が本件訴

訟の対象としている、別紙各通信目録の「ＩＰアドレス欄」記載の本件各Ｉ

Ｐアドレス、同「ポート番号」欄記載の各送信元ポート番号及び同「発信時

刻」欄記載の本件各時刻の組合せによって特定される各通信も、その中に含25 

まれるものであった。 
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  ⑷ 被告が、本件訴訟において原告から開示を求められた前記 の各組合せに

よって特定される各通信について調査を行ったところ、以下の事実が判明す

るなどした。 

ア ＰＰＰｏＥ方式に係る４１件及びＩＰｏＥ方式に係る２件について同組

合せによって特定される通信自体がそもそも存在せず、このうちＩＰｏＥ5 

方式に係る１件については技術仕様上契約者に割り当てていないポート番

号が示されていた。原告はこれらの通信についての訴えを取り下げた。 

イ ＩＰｏＥ方式に係る２件について、同一のアイ・ピー・アドレスを同時

刻に割り当てられた２人の契約者が同一のハッシュ値を付された同一のフ

ァイルを共有及び交換している者として特定された。原告はこれらの通信10 

についての訴えを取り下げた。 

ウ ＩＰｏＥ方式に係る１４４件（別紙通信目録⑵記載番号５の１から１４

２を含む。）について、同一のアイ・ピー・アドレスを割り当てられた複

数の者が同一のハッシュ値を付された同一のファイルを共有及び交換して

いる者として特定され、このうちの２件（同番号５の５７と５の５８）は15 

同一のアイ・ピー・アドレスを同時刻に割り当てられた２人の契約者が特

定されたというものであった。被告から同一のアイ・ピー・アドレスを割

り当てられた複数の契約者が偶然にいずれもビットトレントを使用して同

一のハッシュ値を付された同一のファイルを共有及び交換する確率は非常

に低く、ほとんど考えられない。 20 

エ ＰＰＰｏＥ方式に係る８９件（別紙通信目録⑺記載番号５の７から５の

９５）について、複数の者が約３か月間に和歌山県内においてフレッツ光

サービスを利用して同一のハッシュ値を付された同一のファイルを共有及

び交換している者として特定されたものの、このうち６件は誤った時刻を

記録したために無関係の契約者が特定されたことが明らかであるというも25 

のであった。 
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   （本項につき、当裁判所に顕著な事実、乙１、２） 

２ 争点①（本件各通信による情報の流通によって原告の著作権が侵害されたこ

とが明らかといえるか。）について 

 本件ソフト及び本件調査会社が行った調査について、本件調査会社の代表

者作成の報告書（甲５、１６）には、以下の記載がある。 5 

ア ビットトレントにおいて、トラッカーからビットトレントネットワー

クに参加しているピアへの接続に必要な情報を得たコンピューター（当

該ピアは、ピースの受信と並行して既に保有している別のピースの送信

を行う可能性もあるが、以下「受信ピア」という。）は、トラッカーから

取得した既にビットトレントネットワークを形成している他のピアのＩ10 

Ｐアドレス等を用いて当該ピア（当該ピアは、当該ピースの送信と並行

して別のピースの受信を行う可能性があるが、以下「送信ピア」という。）

に接続して通信を行う。 

受信ピアと送信ピアは、まず、「ＨＡＮＤＳＨＡＫＥ」と呼ばれる通信

を行って、受信ピアと送信ピアがファイル交換等の対象ファイルに係る15 

ビットトレントネットワークに属するピアであることの確認を行う。続

いて、受信ピアから送信ピアに対して「ＡＣＫ」という通信を行い、そ

の後、受信ピア及び送信ピアで相互に「ＢＩＴＦＩＥＬＤ」という通信

を行ってお互いが対象ファイルのどの部分を所持しているかを確認する。

そして、受信ピアから送信ピアに対して「ＩＮＴＥＲＥＳＴＥＤ」とい20 

う通信を行って送信ピアが保有しているファイルに興味があることを通

知し、送信ピアは受信ピアに対して「ＵＮＣＨＯＫＥ」の通信を行って

当該ファイルを送信することが可能であることを通知する。（ここまでの

一連の通信は「Ｈｏｓｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｐｈａｓｅ」

と呼ばれている。）。 25 

続いて、受信ピアは、送信ピアに対して「Ｒｅｑｕｅｓｔ（ｐｉｅｃｅ，
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ｓｕｂｐｉｅｃｅ）」の通信を行い、これに応じて、送信ピアは「Ｐｉｅ

ｃｅ」の通信でピースのデータを送信し、受信ピアはこれを受信する。 

イ 本件調査会社は、本件ソフトを用いて次のとおりの調査を行った。 

 本件ソフトに著作権侵害が疑われる対象ファイルのハッシュ値を登録

すると、本件ソフトはトラッカーサイトに公開されている同ハッシュ5 

値に対応するトレントファイル又はトレントファイルに代替するマグ

ネットリンク（以下「トレントファイル等」という。）を取得する。本

件ソフトは、トレントファイル等に基づいてトラッカーに３０分おき

にダウンロードリクエストを行い、トラッカーから当該ファイルに係

るピアの一覧（ＩＰアドレス及びポート番号で特定される。）を取得し、10 

これを記録する。 

 本件ソフトは、トラッカーから取得したピアの情報を基に当該ピアに

接続し、「Ｈｏｓｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｐｈａｓｅ」に当

たる各通信を実行する。本件ソフトは「ＢＩＴＦＩＥＬＤ」の通信で

当該ピアが０より大きいピースを所持していることを判定し、その後15 

行われる「Ｈｏｓｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｐｈａｓｅ」の

各通信の最後に行われる「ＵＮＣＨＯＫＥ」の通信を実施した時点の

時刻を記録したところで通信を終了し、その後の通信を行わない。上

記の過程によって、対象ファイルの少なくとも一部を所持しているピ

アだけが本件ソフトのデータベースに記録される。 20 

 本件ソフトの動作及び本件調査会社の調査の正確性に関して、証拠として

提出された報告書には以下の記載がある。 

ア 本件調査会社の代表者作成の報告書(甲５)には、以下の記載がある。 

  令和３年７月１５日、他の人によってアップロードされる可能性の極め

て少ない試験用ファイルを用いて、同ファイルＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔネッ25 

トワークに参加する１台のコンピューターから同ファイルの送信を、もう
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１台のパソコンに同ファイルの受信をさせたところ、試験用ファイルをダ

ウンロードしたパソコンのＩＰアドレスと本件ソフトで記録されたＩＰア

ドレスが一致した。また、ダウンロード環境以外のＩＰアドレスから、試

験用ファイルのダウンロードは行われなかった。また、本件ソフトウェア

を稼働した令和３年以降、今まで本件ソフトがシステム異常を起こしたこ5 

とはない。 

イ 原告代理人が所属する法律事務所事務員作成の報告書（甲７）には、以

下の記載がある。 

令和３年１０月７日、ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔ Ｗｅｂを用いて、クライ

アント環境のコンピューターから試験用ファイルを公開し、モニタリン10 

グ用環境のトレントモニタリングシステムを用いて、ダウンロードかつ

ビットトレントネットワークの監視を行った。その結果、トレントモニ

タリングシステムによって、同日１０時３０分～１０時４０分までに、

クライアント環境のピアから試験用のファイルがダウンロードされた。

このとき、トレントモニタリングシステムが検知したＩＰアドレスと、15 

クライアント環境のＩＰアドレスが完全に一致した。 

ウ 原告代理人が所属する法律事務所事務員作成の報告書（甲１０）には、

以下の記載がある。 

  令和４年３月２日、クラウドサービスを利用して、３個のダウンロード

用環境及び１個のモニタリング用環境を準備した。モニタリング用環境に20 

おいて試験用データを配置し、μＴｏｒｒｅｎｔを利用して配布可能な状

態にした。その後、ダウンロード用環境のパソコンがモニタリング用環境

から同データのダウンロードを行った。モニタリング用環境のトレント監

視システムによって、同日１１時２１分～１２時３６分までに３つのピア

から試験用ファイルのリクエストがなされ、モニタリング用環境から試験25 

用ファイルのダウンロードが行われた。上記テストにおいて、トレント監
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視システムによって試験用ファイルの交換を行っていると検知された３個

のＩＰアドレスとダウンロード用環境の３個のコンピューターのＩＰアド

レスはすべて一致した。また、ダウンロード用環境以外のＩＰアドレスか

らはダウンロードは行われなかった。さらに、ダウンロード用環境からト

レントファイルをダウンロードした時刻と同一の時刻がトレント監視シス5 

テムにおいて、当該ダウンロードを行ったＩＰアドレスの欄に表示されて

いた。これらのことから、トレント監視システムは、試験用ファイルが交

換されている環境について、ダウンロードが行われたＩＰアドレス、ダウ

ンロードが行われた時刻を正確に検知していた事実が確認された。 

エ 本件調査会社の代表者作成の報告書(甲１７)には、以下の記載がある。 10 

令和４年１０月２６日１０時３０分から１１時４０分までの間、次のと

おりの試験を行った。アップロード用環境において試験用ファイルをビ

ットトレントを通じて配布可能な状態にし、本件ソフトを用いて監視を

開始した後、アップロード用環境においてアップロードを一時停止し、

他のピアが試験用ファイルをダウンロードできないようにした。その後、15 

ダウンロード用環境のコンピューターを同ファイルに係るビットトレン

トネットワークに参加させたものの、前記一時停止によってファイル保

持率は０％のままとなった。本件ソフトのログには、本件ソフトがダウ

ンロード用環境のコンピューターに対してハンドシェイクを試みたこと

が記録されていたものの、本件ソフトのデータベースにはダウンロード20 

用環境のＩＰアドレス等は記録されなかった。よって、本件ソフトは、

ファイル保持率が０％のピアに対してもハンドシェイクを試みるものの、

本件ソフトのデータベースにはＩＰアドレス等の情報は記録されないこ

とが示された。 

⑶ 原告は、別紙各通信目録記載の各情報が、当該ファイルの少なくとも一部25 

（ピース）を保持する状態で本件動画に係るビットトレントネットワークに
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参加するピアとの間で行われた「ＵＮＣＨＯＫＥ」の通信を行った時刻と当

該ピアが使用したＩＰアドレスに係るものであると主張する。しかし、以下

に述べるとおり、本件においては、これらの事実を認めるには足りない。 

ア 原告は、前記 の報告書を提出し、また、本件調査会社の調査について、

同 の報告書等を提出する。 5 

しかし、別紙各通信目録記載の通信情報が、それぞれ、当該ファイルの

少なくとも一部（ピース）を保持する状態で本件動画に係るビットトレ

ントネットワークに参加するピアとの間で行われた「ＵＮＣＨＯＫＥ」

の通信を行った時刻と当該ピアが使用したＩＰアドレスに係るものであ

ると認められるためには、単に本件ソフトがこれを満たすピアを検出で10 

きるだけでは足りず、上記条件を満たさないピアが検出されることがな

いことが必要である。 

イ 本件で行なわれた調査の結果については、前記１ のとおりの事情が

ある。 

すなわち、被告が、本件調査によって本件調査会社の記録したアイ・15 

ピー・アドレス、送信元ポート番号及び時刻の組合せによって特定され

る各通信について調査を行ったところ、通信自体がそもそも存在しない

ものが多数含まれ、この中には技術仕様上契約者に割り当てていない送

信元ポート番号が示されたものも含まれていたほか、被告から同一のア

イ・ピー・アドレスを割り当てられた複数の契約者が偶然にいずれもビ20 

ットトレントを使用して同一のハッシュ値を付された同一のファイルを

共有及び交換しており、しかも、そのうちの一部は同一のアイ・ピー・

アドレスを割り当てられた２人の契約者が全くの同時刻に同一のハッシ

ュ値を付された同一のファイルを共有及び交換しているというおよそ非

現実的な状況が示唆され、さらに、誤った時刻を記録したために無関係25 

の契約者が特定されたことが明らかであるというものも複数あった。 
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このような結果について、本件調査会社からは、仮にそのような結果が

事実であったとしてもその原因は分からないとしか説明されていない

（甲１４）。 

ウ 上記イによれば、本件調査の結果には、アイ・ピー・アドレス、送信

元ポート番号又は時刻を誤って記録したものが存在していたことが認め5 

られる。そして、そのような誤った記録がされた理由について、説明は

ない。 

そうすると、令和３年２月から同年１０月に本件ソフトを用いて行われ

た本件調査においては本件ソフトを現実のビットトレントネットワーク

に接続して動作させた際、原告がそこで記録される情報であると主張す10 

る情報とは異なる誤った情報が記録されたことがあったのであり、本件

ソフトを用いた本件調査の正確性については疑問があり、本件調査の結

果に基づき現在原告が本件において対象としている各通信についても、

本件調査において本件ソフトを現実のビットトレントネットワークに接

続して動作させた際、誤った情報が記録されたことがあったことを相当15 

程度うかがわせるといえる事情がある。 

エ これに対し、原告は、本件ソフト及び本件調査会社が行った調査やその

正確性等に関して、報告書を証拠として証拠を提出する。 

そのうち、前記 の報告書には、ビットトレントの仕組みや本件ソフト

の基本的な動作の仕組みが記載されている。しかし、同報告書に記載さ20 

れているのは基本的には上記の仕組みであって、その記載からは本件ソ

フトがそこに記載されたとおりに作動し、様々な動作環境において、相

当の正確性、信用性を有して作動した上で、誤った情報を記録すること

はないプログラムであることを直接検証することができるものとはいえ

ない。また、同 イからエの報告書には、ビットトレントの利用者が試25 

験用ファイルを利用できるようにした上で、システムで監視したところ、
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所定のＩＰアドレスが正確に検知できたと記載されている。しかし、こ

れらが、令和３年２月から同年１０月に本件調査で使用された本件ソフ

トと同じソフトウェアを用いて行われたものであるとしても、これらは、

当該実験で、短時間、他に流通していないと思われる試験ファイルを極

めて少ない台数のコンピューターのみで共有を試みるなどして行われた5 

ものであって、実際の動作環境において、反復継続して行われたもので

はない。したがって、本件調査で使用された本件ソフトによる調査につ

いて、実際の様々な動作環境において、多数回にわたる検証の結果、本

来顕出すべきではない通信が検出されたり、そもそも存在しない通信が

記録されたりする可能性がなかったことが記載されているものではなく、10 

上記の各報告書は、本件調査において、本来顕出すべきではない通信が

検出されたり、そもそも存在しない通信が記録されたりする可能性があ

ることを排除するものとはいえない。また、同アの報告書には具体的な

条件等が記載されておらず、この報告書が直ちに本件ソフトの正確性等

を裏付けるものとはいえない。  15 

オ 以上によれば、令和３年２月から同年１０月に同時点での本件ソフトを

用いて行われた本件調査の結果に基づき現在原告が本件において対象とし

ている各通信については、誤った情報が記録されたことがあったことを相

当程度うかがわせるといえる事情がある(前記ウ)。そして、そのような状

況下において、本件で提出された証拠によっては、上記時点での本件ソフ20 

トが、実際の様々な動作環境において、本来記録してはならない通信を誤

って記録してしまうことがないことについて、これを認めることができな

い（同エ）。特に本件においては、原告が証拠として提出する各報告書に

記載のとおりに本件ソフトが動作等するのであれば、通信が存在しないに

かかわらずそれが記録されることなどないはずであるにもかかわらず、現25 

実には当該通信が存在するものとして記録されたり、侵害者の特定として
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は現実的にはあり得ない結果が示されるなどしているのであり（前記１

）、上記各報告書はこのような事象の発生について何ら合理的な説明を

するものではなく、このような状況からは、むしろ本件ソフトが上記各報

告書の記載のとおりに動作していないことがあることがうかがわれる。 

 そうすると、本件調査の結果に基づく別紙各通信目録記載の通信情報5 

が、その全てについて、原告が主張する内容の通信についての情報であ

ると認めることはできない。 

 原告は、本件において、別紙各通信目録記載の各通信の発信者のいずれも

が原告主張の内容の通信を行ったとして、本件の請求をするところ、以上に

よれば、本件においては、本件で対象とする各通信情報に係る発信者の全て10 

が、当該通信を行ったとまでは認めるに足りない。 

  したがって、本件調査会社に対し応答したという本件各通信による情報の

流通によって、原告の本件各ファイルについての著作権（公衆送信権）が侵

害されたとは認めるに足りない。 

第４ 結論 15 

   以上によれば，原告の請求は理由がないからいずれも棄却すべきである。 

   よって，主文のとおり判決する。 

   東京地方裁判所民事第４６部 

 

        裁判長裁判官   柴   田   義   明 

 

 

           裁判官   佐   伯   良   子       

 

 

           裁判官   仲   田   憲      史 
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